
平成２１年度

地域流通モデル構築支援事業（商店街活性化タイプ） 

のご利用をお考えの方へ

相談用Q＆A

総合食料局流通課商業指導班

平 成 ２ １ 年 ８ 月



事業のポイント

対象者

公募期間

事業内容

計画策定

支援内容

商店街の食料品小売店（新たに食料品小売店をはじめる方を含む）、 
流通関係業者及び生産者と商店街振興組合等で構成する団体等

８月２５日（火）～９月１８日（金）消印有効 
ランドブレイン株式会社より公募中。

商店街の活性化を図るために、食料品小売店が地元農林水産物を販売す 
る取組のモデル実証を行います。

ランドブレイン(株)の定める応募要領に基づき、「事業実施計画」を策 
定し、商店街振興組合等から承認を得る必要があります。

本モデル事業の実証のために必要となる経費は全額補助します。 
（ただし、1地区1000万円程度とします）



目次-①：「基本」、「対象者」について

【基本】 
Q１．どのような事業ですか？（P.1）

Q２．この事業はいつから応募、実行できるのですか？（P.2）

Ｑ３．具体的にどのようなことに補助が出るのですか？（P.6）

Ｑ４．全国で何地区行われる予定ですか？ （P.8）

Ｑ５．「地元農林水産物」とはどこの範囲まで指しますか？（Ｐ.9）

Ｑ６． 事業の目標となっている「事業に参加した食料品小売店の売上高10%以上の 
向上を通じた商店街の活性化」をわかりやすく教えてください。（Ｐ.10）

Ｑ７．モデル実証期間が終わったらどうしたらいいですか？（Ｐ.11）

【対象者について】 
Q８．これから新たに食品小売店をはじめようとする人は応募できますか？（Ｐ.12） 

Ｑ９． 農協や農林漁業者の行う直売所は本事業の対象となりますか？（Ｐ.13） 

Q10．商店街振興組合はモデル事業実施者の対象となりますか？（Ｐ.14）



【やり方について】 
Ｑ11．お店では地元農林水産物以外の商品を販売してはいけませんか？（Ｐ.15）

Ｑ12．商店街内の空き地でイベント的に週末だけ実施しても構いませんか？（Ｐ.16） 

Ｑ13．インターネット販売を行うことはできますか？（Ｐ.17） 

Ｑ14．卸売市場を通して地元農林水産物を仕入れてはいけませんか？（Ｐ.18） 

Ｑ15．地元農林水産物を使用した加工食品も今回の事業の対象となりますか？（Ｐ.19） 

Ｑ16．本事業を活用してお花やお茶を販売することもできますか？（Ｐ.20）

【事業実施計画について】
Q17．事業実施計画の承認について詳しく教えてください。商店街振興組合等とは 

何を指しますか？（Ｐ.21）

Ｑ18．事業実施計画はどのように策定するのですか？何か策定に必要な項目は 
決まっていますか？（Ｐ.23）

Ｑ19．商店街振興組合等がない場合には、誰の承認をもらえばよいですか？（P.24）

目次-②：「やり方」、「事業計画」について



【その他】 
Q20．コーディネーターとはどのような人ですか？手当に上限はありますか？（Ｐ.25） 

Ｑ21．空き店舗や既存店舗の改装について詳しく教えてください。（Ｐ.26） 

Ｑ22．空き店舗の斡旋をしてくれませんか？（Ｐ.28） 

Ｑ23．以下のものは補助対象ですか（①空き店舗の賃借料、②駐車場の賃借料、③お 
店で加工販売する際の厨房機器のレンタル費用）？（Ｐ.29）

Q24．既に地元農林水産物の販売に取り組んでいます。現在使っているショーケースなど 
のレンタル経費を出してもらうことはできますか？（Ｐ.30）

Ｑ25．リース期間を圧縮して、例えば5年分のリース料をモデル事業実施期間中に払って 
しまうことは可能ですか？（Ｐ.31）

Q26．借り上げる倉庫について、地理的な制約はありますか？（P.32)

Q27．本事業を利用してレンタルしたショーケースには地元農林水産物以外入れてはいけ 
ませんか？（P.33）

目次-③：「その他」、「お問い合わせ先」



【その他】

Ｑ28．経済産業省などの行っている商店街支援補助金と併せて補助を受けることはできま 
すか？（Ｐ. 34） 

Ｑ29．地域流通モデル構築支援事業（地域流通効率化タイプ）とはどのように違うのです 
か？（Ｐ.35） 

Q30．わからないことがあったらどこに聞けばよいですか？（Ｐ. 37）

目次-④：「その他」、「お問い合わせ先」



 事業実施主体…ランドブレイン株式会社
本事業の総合企画、モデル事業者の募集・選定、とりまとめ 
等を行う民間団体。

 モデル事業者…本事業を利用して、実際に地元農林水産物の販売に取り組む 
方。ランドブレイン(株)の行う公募に申し込み、採択される 
必要があります

 空き店舗…商業活動を休止して概ね1ヶ月以上経過したもの。

 地元農林水産物…原則として、各都道府県内で生産された生鮮品やそれを 
主原料とした加工食品

 商店街…①小売業、サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形 
成し、②何らかの組織（例：○○商店街振興組合、○○商工会等。 
法人格の有無は問いません。）を形成しているもの。

 商店街振興組合等…商店街振興組合、事業協同組合、任意団体

用語集



食料品小売店 とは…

 日本標準産業分類（平成14年3月改訂）分類項目表における「57 飲食料品小 
売業」の分類を食料品小売店とします。

 57 飲食料品小売業

571 各種食料品小売業（各種食料品小売業）

572 酒小売業

573 食肉小売業（食肉小売業、卵・鳥肉小売業）

574 鮮魚小売業

575 野菜・果実小売業（野菜小売業、果実小売業）

576 菓子・パン小売業（菓子小売業、パン小売業（製造小売含む））

577 米穀類小売業

579 その他の飲食料品小売業 
（コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするものに限る）、 

牛乳小売業、飲料小売業（対象外あり）、茶類小売業、 
料理品小売業、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業、乾物小売業、 
他に分類されない飲食料品小売業）



（Ｑ１）地域流通モデル構築支援事業（商店街活性 
化タイプ）はどのような事業ですか？

 本事業は、食料品小売店の方が、商店街の空き店舗等を活用して、 
消費者の望む新鮮な地元農林水産物を安定的に販売する取組に必要 
となる地域流通モデルを公募し、その実証を行うために必要な費用 
などを支援するものです。

（詳しい流れはＱ２、補助対象についてはＱ３、地域流通モデルにつ 
いてはＱ24をご参照ください）

 本事業を通じて、食料品小売店の集客力が高まり、商店街が活性化 
することを目的としています。
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（Ｑ２）この事業はいつから応募、実行できるので 
すか？

 食料品小売店の皆様は、事業実施主体（ランドブレイン株式会社）からのモデル事業 
実施者の公募に対して応募していただくことになります。

 公募期間は８月２５日（火）～９月１８日（金）です。

 その後、採択されましたら、モデル事業を実施し、事業の実施報告をとりまとめ、事 
業実施主体に報告していただきます（期限：平成２２年２月２６日）。

農林水産省から 
事業実施主体を 

公募・審査・決定

ランドブレイン(株)から 
モデル事業実施者の 

皆様を公募・審査・決定

モデル事業の実施 
（地元農林水産物の 
安定的な販売体系を 

つくりあげる）

事業実施主体へ 
モデル事業の 

結果報告

事業計画を策定し、 
商店街振興組合等から 
承認を得たうえで応募

平成22年
2月26日(金)まで

公募期間
8月25日～9月18日
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…Ｑ２からの続き

 まず、ランドブレイン株式会社の定める応募要領等に基づき申請を 
行うことになります。

 申請にあたっては、自らが所属する商店街の活性化に貢献すること 
を前提として、応募要領等に基づき、「事業実施計画」を策定して 
いただきます。次に、当該計画について商店街振興組合等による承 
認を得てから、事業への申し込みを行うことになります。 
→詳しくはＱ17、18をご参照ください。

【応募の仕方～事業への応募まで】

モデル事業者 
（食料品小売 
店の方など）

商店街振興 
組合等

ランドブレイン 
株式会社

①募集開始 
（８月２５日～）

②事業実施 
計画策定

③事業実施 
計画承認

④申し込み

⑥採択

⑤審査

3



 事業申し込み後、ランドブレイン株式会社は、皆様からの事業申 
請書（「事業実施計画」を含む）を審査のうえ、事業実施の採択 
の決定を行います。

 事業実施時には、まず「企画検討会」を開催する必要があります。 
「企画検討会」の構成員 
☆モデル事業実施者の方（必須） 
☆事業実施計画を承認した商店街振興組合等の役職員（必須） 
☆生産関係業者の方（必須） 
可能であれば学識経験者や経営コンサルタントの方に参加しても 
らってください。

「企画検討会」では… 
その地域の実情に応じた事業として行うため、具体的な取組内容 
やスケジュールについて検討し、その結果にそって事業を実施し 
てください。

【採択～「企画検討会」まで】

採択されたら…

企画検討会

4



 企画検討会で決定した取組内容やスケジュールにそって、事業実施に 
必要な店舗の改装や設備のレンタルなどの準備をしていただき、いよ 
いよ開始です！

 事業実施中にも、必要に応じて企画検討会を開催し、より円滑に取組 
が進むように、取組内容やスケジュールなどを見直してください。 
企画検討会の構成員の方に現地指導や調査を行っていただくことも可 
能です。なお、ランドブレイン(株)やモデル検討委員会の委員が企画 
検討会に参加し、アドバイス等を行います。

 モデル事業実証期間中に取組を実行し、企画検討会にて事業の実施報 
告をとりまとめ、平成22年2月26日（金）までにランドブレイン(株) 
に報告してください。

【事業実施～終了まで】

事業実施期間中は…

事業終了時に…

5



（Ｑ3）どのようなことに補助が出るのですか？

【新たに本事業ではじめる地元農林水産物の販売のために必要となる 
以下の費用等が対象です】

取引先となる 
・地元農林漁業者 
・地元農林水産物の加工業者 
の発掘・仲介を行う仲介役（コーディネーター）の活動費（手当、旅費） 

＊手当は1日1人5万円を上限とします。

詳しくはQ34をごらんください。 
・商店街の空き店舗を活用する場合 

→空き店舗の改装費

・もともとの自分のお店（食料品小売店）で行う場合 
→新たに本事業ではじめる地元農林水産物の販売のために必要なお店 

の改装費

6



・店舗・倉庫・駐車場等の賃借料 
倉庫・駐車場に関しては本事業のみの目的として借り上げる場合が対象 
店舗と倉庫・駐車場はできるだけ隣接地とし、その位置関係について資料を添付 

・設備レンタル費 
電気機器等（パソコン、プリンター、モデム等）の借料に要する経費、保冷設備等（冷蔵・ 
冷凍ショーケース等、取扱産品の保管、展示設備、空調設備）の借料に要する経費） 

・販売促進手当 
取扱産品の販売、及び販売促進に要するアルバイト賃金等

・広報費 
モデル実証事業の広報のためのパンフレット、チラシ等の印刷に要する経費

…Ｑ3からの続き

・企画検討会の開催費 
（検討会出席者謝金・旅費、会場借料、会議資料印刷費）

・現地指導調査費 
（企画検討委員の現地指導調査のための謝金・旅費）

・分析調査費 
（事業の実施結果を分析し、効果をとりまとめる調査員手当等） 

・報告書作成費 
（報告書の印刷・製本代） 7



（Ｑ４）全国で何地区行われる予定ですか？

 補助金額１地区平均1,000万円程度のモデル事業を全国で20地区実施 
することを想定しています。

 ただし、実際に応募してきた方々の希望する補助金額の状況等によ 
り、モデル地区数が想定数より上下することも考えられます。
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（Ｑ５）「地元農林水産物」とはどこの範囲まで指 
しますか～他の県のアンテナショップは対象ですか？

 本事業では、都道府県程度の地域的な広がりを「地元」とし、地 
元農林水産物を商店街の食料品小売店で販売していただくことに 
なっています。

 このため、他の都道府県の農林水産物を販売する取組は原則とし 
て対象外となります。

 しかし、例えば東京の商店街で地元農林水産物を販売する場合に、 
千葉、神奈川、埼玉など近隣県に属する近郊の地域を「地元」と 
みなすこともできると考えています。

（参考）農林水産省の他の事業で、アンテナショップや直売所の施設 
整備を補助するものがありますので、ご参照ください。

9



（Ｑ6）事業の目標となっている「事業に参加した 
食料品小売店の売上高10%以上の向上を通じた商店 
街の活性化」をわかりやすく教えてください。

 モデル事業実施期間において、事業に参加された食料品小売店の皆 
様の売上高が10%以上向上することを目標として立てていただきま 
す。

 既存店舗を活用して事業に参加される方は事業に参加される前と事 
業実施期間中の売上を比較してください。

 空き店舗等を活用して新規に参入される方は、モデル事業実施期間 
中の営業利益が黒字になることや、商店街全体の来客数が対前年比 
10%以上向上することなど、本事業の趣旨にあった事業の目標を設 
定してください。

 目標達成の如何に関わらず、本事業で得られた成果は公表すること 
になりますのでご承知おきください。
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（Ｑ7）モデル実証期間が終わったらどうしたらい 
いですか？

 本事業で補助できる費用は、モデル実証期間中のみになります。

 その後、本事業ではじめた取組を続ける場合には、費用は全て自己負担 
となります。

 なお、申請者の要件として、 
「次年度以降も継続して取り組む意志を有すること」 
をあげさせていただいております。 
本事業を新たな流通モデルを構築するきっかけとしていただき、そのモ 
デルに基づき、また日々進化させながら、モデル事業終了後も「地元農 
林水産物を販売する取組」を続けていっていただければと考えておりま 
す。

11



（Ｑ8）これから新たに食料品小売店をはじめよう 
とする人は応募できますか？

 今現在商店街に空き店舗を有している方が新たに食料品小売店をは 
じめる場合や空き店舗を借りて新たに食料品小売店をはじめようと 
する方も対象となります。

 ただし、本事業の「事業計画」を策定し、商店街振興組合等からの 
承認が得られるなど、本事業の条件が整うことが必要となります。

（参考）

お肉やお魚など特定の品目を扱う場合には、お店を開く前に食品衛 
生法又は各都道府県の条例等で定められている営業許可が必要とな 
りますので、地元の保健所にご相談ください。
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（Ｑ9）農協や農林漁業者の行う直売所は本事業の 
対象となりますか？

 農林水産省の助成事業において、直売所の設置支援措置等は他の予算で 
既に手当されているため、農協や農林漁業者の方が行う直売所は、本事 
業の対象としておりません。

 なお、本年度の募集は終わってしまっておりますが、農林水産省にて直 
売所の施設整備や内部設備への補助金などがありますので、そちらをご 
利用ください。
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（Ｑ10）商店街振興組合はモデル事業実施者の対 
象となりますか？

 本事業ではこれまで食料品小売業を営んできた方以外に、新規参入の方 
を認めております。

 これから本事業の趣旨にそった取組を行おうとする方であれば、個人、 
商店街振興組合や商工会、商工会議所などの団体、また複数の方が協力 
する協議会もモデル事業実施者の対象となります。
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（Ｑ11）お店では地元農林水産物以外の商品を販 
売してはいけませんか？

 地元農林水産物以外のものも販売することができます。

 新たに地元農林水産物の販売を行う必要がありますが、これまで販 
売していた以外のもの（日用雑貨等も含む）や、今後新しく販売し 
たいものなども自由に販売することができます。
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（Ｑ12）商店街内の空き地でイベント的に週末だ 
け実施しても構いませんか？

 「食料品小売店」が地元農林水産物を販売する取組のモデル実証のため、 
週末のみ「食料品小売店が行うイベント」として、空き地で青空販売を 
することは可能です。
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（Ｑ13）インターネット販売を行うことはできま 
すか？

 食料品小売店がインターネット販売を行うことも可能です。

 その場合は、インターネット販売が自らの食料品小売店の利になるだけ 
ではなく、どのように商店街の活性化に結びつくのかきちんと説明が必 
要になります。

 なお、電子商取引システムの導入費用が補助対象経費となっていますの 
で、お客様との間で、また農林漁業者の方や加工業者の方との間でイン 
ターネットを通じた取引システムを導入する際に必要となるサーバーや 
パソコンなどの費用が補助対象となります。
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（Ｑ14）卸売市場を通して、地元農林水産物を仕 
入れてはいけませんか？

 本事業では、新しい流通モデルでの取組の中で、地元農林水産物の 
販売を行っていただくという要件が満たされれば、従来どおり卸売 
市場を通じて農林水産物を仕入れて販売することも可能です。

 今回の事業は、食料品小売店が行う新しい取組の端緒として支援す 
るものであり、各店舗の生鮮食料品の主要な仕入れ先である卸売市 
場からの仕入れを排除するものではありません。
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（Ｑ15）地元農林水産物を使用した加工食品も対 
象となりますか？

 地元農林水産物を主原材料とした加工食品の販売も本事業の対象と 
しております。

 また、お店では本事業の対象となるような「地元農林水産物を使用 
した加工食品」以外の加工食品を併せて販売することも可能です。
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（Ｑ16）本事業を活用してお花やお茶を販売する 
こともできますか？

 お花は対象としていません。

 お茶は対象となります。ただし、これまで行っていなかった地元の 
お茶の販売に、本事業を活用して新たに取り組むことが必要です。

 既にお茶やさんをやっている方であればこれまで仕入れたことのな 
い、地元で栽培された茶を使用して加工されたお茶を新たに取り扱 
う場合に、又はこれから空き店舗を活用して新たにはじめる場合な 
どに対象となります。
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（Ｑ17）事業実施計画の承認について詳しく教え 
てください。商店街振興組合等とは何ですか？

 事業の申請前に、取組内容やスケジュールなどについて計画した「事業 
実施計画」を策定していただく必要があります。

 事業実施計画の策定内容については次のＱ18をご参照ください。

 策定した事業実施計画は、本事業の最終的な目的である「商店街の活性 
化」に貢献するものであることを、商店街振興組合等から承認をもらう 
必要があります。

 「商店街振興組合等」とは、商店街振興組合、事業協同組合、任意団体 
を想定しています。法人格の有無は問いません。
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 商店街に所属せず、１軒のみ離れて営業している食料品小売店の場合に 
は、原則として対象外となりますが、事業実施計画を作成し、近隣の商 
店街振興組合等によって承認されるのであれば、可能です。 
（例えば、商店街から離れているところで営業し、商店街振興組合等に所属していない 
ものの、事業申請する食料品小売店が本事業を活用してにぎわうことで、近隣の商店街 
にも波及的に人が流れて、商店街の活性化につながると、近隣の商店街振興組合等から 
認められる場合）

 承認を受けた商店街振興組合等の役職員の方には、「企画検討会」の構 
成員になっていただきたいと思います。

…Ｑ17からの続き
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（Ｑ18）事業実施計画はどのように策定するので 
すか？何か必要な項目は決まっていますか？

 食料品小売店の方や、これから食料品小売店をはじめようとする方が、 
本事業を実施する場合には、ランドブレイン(株)の応募要領に基づき、 
「事業実施計画」の策定が必要です。

 必要な項目など詳細につきましては、ランドブレイン(株)の応募要領に 
てご確認ください。

ランドブレイン株式会社： http://www.landbrains.co.jp/
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（Ｑ19）商店街振興組合等がない場合には誰の承認を 
もらえばよいですか？

本事業では、商店街を、

①小売業、サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成し、

②何らかの組織（例：○○商店街振興組合、○○商工会等。法人格の有 
無は問いません。）を形成しているもの

としています。

このため、商店街に商店街振興組合、事業協同組合及び任意団体などが 
形成されていない場合、商店街とみなせず、事業の対象となりません。
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（Ｑ20）コーディネーターとはどのような人です 
か？活動手当に上限はありますか？
 コーディネーターは、食料品小売店の方の要望を把握し、その要望に 

見合った商品を生産する農林漁業者や加工業者の選定や、小売と農林 
漁業者や加工業者との取引の仲介などを行うことによって、円滑な取 
引を行うことができるようにサポートする役割を持っています。

 特に資格はありませんが、農林漁業者・加工業者、生産・加工品目、 
生産・加工量などの事情に詳しい方で、具体的には、卸売業者や農協 
関係者、食品小売店のバイヤー等を想定しています。 
こちらから斡旋・紹介するわけではありませんので、地元に明るい方 
にモデル事業者の方からお願いしてください。

 なお、コーディネーター手当に関しては、1日あたりの5万円を上限 
としています。
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（Ｑ21）空き店舗や既存店舗の改装について詳しく 
教えてください。
 原則として、以下の改装が今回の補助対象となります。
【条件】
 本モデル事業の実施に必要となる改装であり、特に既存店舗の改装にあ 

たっては、既存施設の機能を高めるものであること
 建築基準法上の確認申請を必要としない範囲内での改装であること

 上記の条件を満たしたうえで、空き店舗等の改装にかかる経費のうち、
次に掲げる工事に要する経費とします。

①内装工事費（壁紙、床材など内装材の変更を対象とし、必要以上の品質の材料は認めない）

②外装（ファサード）工事費（店舗のファサード面を対象に、「店舗入り口の改修」、

「店舗の看板の改修もしくは設置」、「店舗ファサード面の壁の改修」を対象とする）

③給排水設備工事費（水回り整備など）

④電気工事費（店内の照明設備の設置などを対象とし、店外は対象外とする）

26



 以下の経費は補助対象外とします。

・空調設備工事費 
・モデル事業実施後の原状復帰にかかる経費 
・土地の取得、賃借、造成、補償にかかる経費 
・改装にあたってのデザイン、設計等にかかる経費 
・給水負担金及び下水道負担金 
住居部分など直接事業用途に付さないものは対象となりません。 
また、補助対象部分と対象外部分の区分が明確でないものは補助対 
象としません。

 参考「建築基準法（第６条）に定められた確認申請が必要な場合の改装時の例」

・大規模の修繕・模様替え

…建築の主要構造部である壁、柱、床、梁、屋根、階段などのうち、一種以上に 
ついてこれの半分以上を修繕・模様替えする時は届出が必要です。
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（Ｑ22）空き店舗を活用して本事業に取り組んでみ 
たいのですが、空き店舗の斡旋をしてくれません 
か？

 農林水産省では空き店舗の斡旋や紹介は行っておりません。

 しかし、インターネットで「空き店舗」と「商店街」を検索キー 
ワードに入れて検索すると、商店街の空き店舗の情報を提供するサ 
イトがありますし、地域の商工会や商工会議所、もしくは区市町村 
で空き店舗の紹介を行っている場合もありますので、お問い合わせ 
になってみてはいかがでしょうか。
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（Ｑ２3）以下のものは補助対象経費ですか？ 
①空き店舗の賃借料、②駐車場の賃借料、③お店で加工販 
売する際の厨房機器

 ①空き店舗の賃借料→補助対象経費です

 ②駐車場の賃借料→補助対象経費です

 ③お店で加工販売する際の厨房機器のレンタル費用→補助対象経費です

 ただし、いずれも本事業での取組に新たに必要な場合であって、モデル 
実証期間中の経費に限ります。
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（Ｑ24）既に地元農林水産物の販売に取り組んで 
います。現在使っているショーケースなどのレンタ 
ル経費を出してもらうことはできますか？

 地域流通モデル構築支援事業では、「これまでに地域で取り組んで 
いない新たな流通の取組や現在取り扱われていない商品を対象とし 
た流通にチャレンジしてみる」ということが根底にあります。

 このため、現在行っている取組を引き続き行うだけでは事業の対象 
になりません。

 しかし、これまで行っていた取組に加え、地元農林水産物の仕入れ 
先を増やしたり、品目を増やしたり、一部の商品の流通経路を変え 
たりすることによって、これまでとは違う流通・販売に取り組めば、 
対象になります。

 なお、事業採択された場合であっても、既存のショーケースなどの 
レンタル経費は補助対象となりませんので念のため。
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（Ｑ25）リース期間を圧縮して、例えば５年分の 
リース料をモデル事業実施期間中に払うことは可能 
ですか？

 ご質問の趣旨のようなことはできません。

補助できるのは、あくまで「モデル事業実施期間中に必要となるリー 
ス料」になります。

 例えば、５年間のリース契約を結んだ場合には、その内のモデル事 
業実施期間（おおよそ３～５ヶ月）についてのみ補助が出ますが、 
残りの期間については自費で負担していただくことになります。

 税務上、賃貸借処理できるリース期間は、耐用年数の70%～120%と 
されており、この期間内でユーザー（食料品小売店の皆様など）が 
希望するリース期間を設定してください。
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（Ｑ26）借り上げる倉庫について、地理的な制約はあ 
りますか？

 駐車場についても併せてお答えします。

 店舗と倉庫・駐車場はできるだけ隣接地とし、その位置関係について 
資料を添付してください。

実際に補助対象とさせていただくかどうかは、有識者からなるモデル 
検討委員会にて検討させていただきます。
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（Ｑ27）本事業を利用してレンタルしたショーケース 
には地元農林水産物以外は入れてはいけませんか？

 ショーケースや冷蔵庫などの内部設備やトラックのレンタルなどは、 
本事業の実施にあたって必要となるものに限られることから、事業の 
対象としている「地元農林水産物」以外を取り扱う際に使用できませ 
ん。

 ただし、お店で「地元農林水産物」以外を販売することを認めないわ 
けではありません。（→Ｑ11参照）
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（Ｑ28）経済産業省などの行っている商店街支援 
補助金と併せて補助を受けることはできますか？

 同じ補助内容で別の補助金を受けている場合は、本事業で補助を受 
けることはできません。農林水産省の補助金でも同じことがいえま 
す。

 （まだ申請段階だったら…）

同一の提案内容で他の事業へ申請を行っている場合、申請段階（採択 
が決定していない段階）で、本事業へ応募することは差し支えあり 
ませんが、他の事業への申請内容、採択の結果によっては、本事業 
の審査の対象から除外され、採択の決定や補助金の交付決定が取り 
消される場合があります。
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（Ｑ29）地域流通モデル構築支援事業（地域流通 
効率化タイプ）とはどのように違うのですか？

 地域流通モデル構築支援事業（地域流通効率化タイプ）は平成２０ 
年度から行われている事業です。 
（事業実施主体…（財）食品流通構造改善促進機構）

 地域流通モデル構築支援事業（地域流通効率化タイプ）は、Ｕター 
ン転送のような非効率な流通を解消し、効率的な農林水産物流通を 
図るために、産地やその近隣の中小消費地といった範囲で、流通業 
者のノウハウを活用しつつ、新しい地域流通の取組を実証するもの 
です。

 現在、地域流通効率化タイプの平成21年度モデル事業者の公募は終 
了しています。
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（商店街活性化タイプ）と（地域流通効率化タイプ）の違い

 目的が違います 
（ 商店街の活性化や地元農林水産物の販売支援ＶＳ流通の効率化）

 モデル事業実施者が違います

（商店街活性化タイプは基本的に食料品小売店の方が単独で応募できるの 
に対し、

地域流通効率化タイプは基本的に流通業者（食料品小売店等）と生産者 
が連携した団体等が応募するもの。）

 支援内容が違います 
（Ｑ3に出てきた補助対象経費のうち、コーディネーターの活動費と空 
き店舗等の改装費は商店街活性化タイプでのみ使うことができます）

 （商店街活性化タイプ）では、商店街振興組合等からの事業計画の承 
認が事前に必要です

…Ｑ29からの続き
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（Ｑ30）わからないことがあったらどこに聞けばよい 
ですか？

 ランドブレイン株式会社 都市政策・整備グループの青木又は榎木まで 
お問い合わせください。
（電話番号）０３-３２６３-３８１１
（FAX） ０３-３２６４-８６７２ 
＊お問い合わせは、平日午前９時～午後５時にお願いいたします。

 もしくは、農林水産省総合食料局流通課 商業指導班の石塚又は三浦まで
お問い合わせください。
（電話番号）０３-３５０２-７６５９
（FAX） ０３-３５０２-５３３６
（Email） hiroko_miura@nm.maff.go.jp
または、お近くの各地方農政局生産経営流通部食品課又は内閣府沖縄総合事 
務局農林水産部食料流通課にもお問い合わせいただけます。 
（次のページに連絡先一覧がございます）
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〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１
農林水産省総合食料局流通課商業指導班(本館6階ドア№本611)

TEL：０３－３５０２－８１１１代表(内線４１０３)
FAX：０３－３５０２－５３３６ 7/6

生産経営流通部
食品課

０２２－２６３－１１１１ 
（内線４２６２）

農林水産部
食料流通課

０９８－８６６－１６７３

生産経営流通部
食品課

０５２－２２３－４６１９

生産経営流通部
食品課

０８６－２２４－９４１５

生産経営流通部
食品課

０７６－２３２－４２３３

生産経営流通部
食品課

０４８－７４０－００３４

東北農政局

関東農政局

北陸農政局

東海農政局

生産経営流通部
食品課

０７５－４１４－９０２４

中国四国農政局

内 閣 府

沖縄総合事務局

近畿農政局

生産経営流通部
食品課

０９６－３５３－７３６８

九州農政局

総合食料局
流通課

０３－３５０２－８１１１代
内４１０３

北 海 道
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